
第 9次改正（昭和 61 年 12 月 16 日公布 法律第 109号）の概要 

 

① 都道府県知事に委任されている宅地建物取引主任者資格試験の実施に関する事務を建

設大臣の指定する者に行わせることができるものとすること 

 

※ 政府提案 

 


